
人 を 発 病 さ せ る お そ れ が ほ と ん ど な い も の と し て 厚 生 労 働 大 臣 が 指 定 す る 病 原 体 等 の 一 部 を 改 正 す る 件 新 旧 対 照 条 文

○ 人 を 発 病 さ せ る お そ れ が ほ と ん ど な い も の と し て 厚 生 労 働 大 臣 が 指 定 す る 病 原 体 等 （ 平 成 十 九 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 二 百 号 ）
（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 後 改 正 前

第１ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法 （新設）
律第114号。以下「法」という。）第６条第20項の厚生労働大臣が指定する病
原体等は、アレナウイルス属フニンウイルス（Candid＃１）とする。

第２ 法第６条第21項の厚生労働大臣が指定する病原体等は、次に掲げるもの 第１ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法
とする。 律第114号。以下「法」という。）第６条第21項の厚生労働大臣が指定する病
１～６ （略） 原体等は、次に掲げるものとする。

１～６ （略）
第３ （略） 第２ （略）
第４ （略） 第３ （略）

１～14 （略） １～14 （略）
15 インフルエンザウイルスＡ型インフルエンザＡウイルス（血清亜型がＨ （新設）

５Ｎ１であるものに限る。）Ａ／duck／Hokkaido／Vac－３／2007（Ｈ５Ｎ
１）

16～24 （略） 15～23 （略）


